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千葉市教育委員会 



 

平成２１年千葉市教育委員会会議第２回定例会会議録 

 

日時 平成２１年２月１６日（月） 

    午前１０時００分開会 

    午後１１時２０分閉会 

場所 教 育 委 員 会 室 

 

 

出席委員 委 員 長 津田 英彦 

     委 員 奥山 福子 

     委 員 岩沼 静枝 

     委 員 内山 英夫 

     委 員 梅谷 忠勇 

     教 育 長 飯森 幸弘 

 

出席職員 教 育 総 務 部 長 武田  昇  生涯学習部参事（生涯学習振興課長事務取扱）  本庄 賢一 

生 涯 学 習 部 長 河野 正行  社 会 体 育 課 長 小川 重夫 

教育総務部参事（総務課長事務取扱） 青葉 正人  青 尐 年 課 長 村松 好晴 

教育総務部参事（企画課長事務取扱） 山﨑 正義  中 央 図 書 館 長 田口 幸男 

学 校 財 務 課 長 豊田 英男  総 務 課 総 括 主 幹 伊藤 太一 

学 校 施 設 課 長 豊田 滋貴  学 事 課 調 整 主 幹 山本 和豊 

学 事 課 長 吉田  進  生涯学習振興課調整主幹 海保 英利 

指 導 課 長 小池 公夫  総 務 課 主 幹 杉江 達也 

保 健 体 育 課 長 嶋田 信昭  総 務 課 主 幹 山田 輝夫 

教育センター所長 菊地  明  教 職 員 課 主 幹 三野宮純一 

養護教育センター所長 宍倉 喜巳 

 

 

書  記 総 務 課 長 補 佐 大崎 賢一  総 務 課 主 任 主 事 渡邊 賢一 

     総 務 課 総 務 係 長 藤代 真史  総 務 課 主 事 犬飼  綾 

     総 務 課 人 事 係 長 内山  健  総 務 課 主 事 河瀨 伸也 

     総 務 課 経 理 係 長 髙橋 義浩 



 

１ 開会 

津田委員長より開会を宣言 

２ 会議の成立 

全委員の出席により会議成立 

３ 会議録署名人の指名 

津田委員長より内山委員を指名 

４ 会期の決定 

平成２１年２月１６日（１日間）ということで全委員異議なく決定 

５ 議事日程の決定 

議事日程を全委員異議なく決定 

６ 議事の概要 

(1) 非公開事項の決定 

  議案第４号、第５号及び第６号を非公開審議とする旨決定 

 (2) 報告事項 

  報告事項 (1) 千葉市食育推進計画（案）について 

学事課長及び保健体育課長より報告があった。 

  報告事項 (2) 住居表示の実施に伴う規則の一部改正について 

学事課長より報告があった。 

  報告事項 (3) 平成２０年度千葉市教育研究奨励賞について 

指導課長より報告があった。 

  報告事項 (4) 平成２０年度千葉市教育委員会体育功労者表彰について 

社会体育課長より報告があった。 

 (3) 議決事項 

議案第３号 千葉市立小学校、中学校及び特別支援学校の通学区域に関する規

則の一部改正について 

学事課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どおり可決した。  

議案第４号 平成２０年度補正予算について 

学校施設課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どおり可決

した。 

議案第５号 平成２１年度当初予算について 

総務課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どおり可決した。  

議案第６号 千葉市学校医、学校歯科医、学校薬剤師設置条例の一部改正につ

いて 

保健体育課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どおり可決

した。 



 

 (4) 発言の要旨 

  報告事項 (1) 千葉市食育推進計画（案）について 

   津田委員長 学事課長及び保健体育課長報告をお願いします。 

      学 事 課 長 報告事項(1)｢千葉市食育推進計画（案）について｣報告します。

保健福祉局健康部において、千葉市食育推進計画（案）をまとめ

ております。この計画の策定の背景ですが、近年食生活が変化し

「食」の大切さへの意識が希薄となり、不規則な食事や栄養の偏

り、肥満や生活習慣病の増加といった現象が顕在化しています。

また、食品の安全性や食料の自給率の低下等の問題と、食をめぐ

る様々な問題解決を図る必要性が生じています。これを受けて、

平成１７年７月、議員立法で「食育基本法」が施行され、１８年

３月には、「食育推進基本計画」が策定されています。この「食

育基本法」ですが、各自治体に、計画策定の努力義務として、区

域の特性を生かした施策を実施する責務のもとで、食育推進運動

を展開していくことを求めているものです。千葉県では平成２０

年１１月、既に食育推進計画を策定していますが、本市において

は、平成１９年度にこの計画に着手しています。基本理念ですが、

本市の場合、「子どもから大人まで、市民一人一人が『食』を大

切にし、正しい知識と選ぶ力を身に付け、健全な食生活を実践す

ることで、『こころ』と『からだ』の健康と豊かな人間性を育む」

とし、目標を３つ掲げています。「『食』を大切にする心の育成」、

「『食』の理解と実践」、「『食育』の『輪』の展開」、この３つを

基本目標として推進するわけですが、教育委員会では、「食」の

理解と実践という中で、保育所、保育園、幼稚園、学校等におけ

る食育の推進を中心に取り組んで参ります。主な数値目標につい

ては、後ほど保健体育課長より説明をいたします。なお、今後の

予定ですが、平成２１年３月にパブリックコメントを実施し、４

月に推進計画の策定を行っていく予定です。 

   保健体育課長 千葉市全体で目指す食育として、大きな柱を３本立てました。

まず、生活習慣病と食育、この中では特に糖尿病、メタボリック

シンドローム等の増加に伴い、これらを減尐させることを１番の

柱としております。次に、先ほどの基本目標の「『食』の理解と

実践」ともつながりますが、子どもたちへの食育を２つ目の柱立

てとしています。子どもたちの将来を見据え、幼いころから、正

しい食に関する知識や判断力を習得させることで、将来、千葉市

を担う子どもたちにとって、大切な柱となってくるということで



 

す。３番目の柱は、活力と魅力にあふれた地域社会を実現してい

くというものです。具体的な食育施策の展開として、保育所、保

育園、幼稚園、学校等における食育の推進、特に給食を通した食

育の充実、農業体験や食品の調理などの体験活動の推進、保護者

への普及啓発・地域との連携、以上を中心として、更に細かい施

策を考えていこうとするものです。主な数値目標としては、家族

と一緒に食事をしている子どもの割合を、中学２年生において８

３パーセントとなっているところを、８４パーセント以上に増加

させること、朝食を欠食する市民の割合を、小学５年生では４．

６パーセントとなっている現状を、２パーセント以下の数値を目

指して減尐させること、学校給食における市内産・県内産農産物

の使用割合を、中学校において現在３３パーセントのところを、

３５パーセント以上に増加させることが挙げられています。特に、

給食における市内産・県内産農産物の使用割合については、文部

科学省が掲げた目標値である３割を、既に千葉市では達成してい

るところではありますが、更に市内産・県内産農産物の使用割合

を増加させていくために、今後も保健福祉局や農政部と連携を図

りながら、千葉市の食育を充実させていきたいと考えています。 

  報告事項 (2) 住居表示の実施に伴う規則の一部改正について 

   津田委員長 学事課長、報告をお願いします。 

   学 事 課 長 報告事項(2)｢住居表示の実施に伴う規則の一部改正につい

て｣報告します。今回の規則改正は、「蘇我町１、２丁目、蘇我１、

２丁目」が、「蘇我町２丁目、蘇我１～５丁目」へと変更される

住居表示の実施に伴う変更です。蘇我町２丁目の地域は海岸沿い

であり、今のところ住居が建っていないため、蘇我町２丁目は住

居表示の実施後も残ります。この住居表示の実施に伴い、「千葉

市立小学校、中学校及び特別支援学校の通学区域に関する規則」

の別表第１「千葉市立蘇我中学校」の部、「千葉市立蘇我小学校」

の項及び別表第３中「蘇我町１、２丁目、蘇我１、２丁目」を「蘇

我町２丁目、蘇我１～５丁目」に改正するものです。なお、この

改正に伴う通学区域の変更等はありません。 

  報告事項 (3) 平成２０年度千葉市教育研究奨励賞について 

   津田委員長 指導課長、報告をお願いします。 

      指 導 課 長 報告事項(3)「平成２０年度千葉市教育研究奨励賞について」

報告します。本市では、教職員の資質・能力の向上を目指して様々

な施策を展開していますが、千葉市教育研究奨励賞は、このひと



 

つとして、本市における教職員の研究奨励に関する制度です。本

年度は、去る２月６日、４８回目となる教育研究奨励賞授与式を

挙行し、２５人の受賞者には、一人一人に教育長から表彰状が手

渡されました。また、授与式に先立って、受賞者のこれまでの研

究成果をまとめ一冊に綴った研究物、これを指導課前の廊下に展

示し、来庁者にご覧いただいたところです。本市教職員の最高の

栄誉とされているこの賞は、昭和３６年度から設けられたもので、

学年・学級経営をはじめ、校内研修、教科、道徳、特別活動ほか

２２の分野において「研究及び実践等の実績が特に顕著であり、

その成果がこれからの本市の学校教育の充実に寄与する」者を、

学校教育部長を委員長とする選考委員会において慎重に選考し、

受賞者を選定しています。今後も自己の研修はもとより、後進の

指導に力を発揮し、千葉市の教育の発展に寄与する教職員であり、

これからの千葉市の教育を担う方々を表彰しています。教職員の

一人一人が自己の資質・力量を伸ばすことは重要な課題となって

いますので、そのために、このような優れた教職員を称揚する制

度がますます重要になってきていると考えます。 

   内 山 委 員 この受賞対象者の要件として教職経験１５年以上とあります

が、今回の受賞者の経験年数はいかがでしょうか、若い人たちは

どの程度いらっしゃるのでしょうか。 

   指 導 課 長 年齢は４０代後半から５０代前半までで推移しています。 

   津田委員長 事務職の方が１人受賞されていますが、これまでにもこうし

た例があるのでしょうか。 

   指 導 課 長 事務職の研究分野も設けており、給食や事務など、いろいろ

な方々になるべく多く入っていただくような形にしています。 

   津田委員長 非常に励みになっていいことだろうと思いますが、先生方だ

けなのかと思って見ていましたので。 

   飯森教育長 教育現場にいる事務職や栄養士も入っており、教育功労賞と

並ぶほどの大事な賞といえます。この賞は昭和３６年に制定され、

今年で４６年目を迎えますが、他自治体の教育委員会で設けてい

る同様の賞に比しても早い時期からの取組みで、当時から、学校

現場を大事にするとの考え方が根付いていたものと考えており

ます。 

  報告事項 (4) 平成２０年度千葉市教育委員会体育功労者表彰について 

   津田委員長 社会体育課長、報告をお願いします。 

   社会体育課長 報告事項(4)｢平成２０年度千葉市教育委員会体育功労者表彰



 

について｣報告します。まず、表彰の目的ですが、スポーツ振興

法第１５条に基づき、年度各種目競技大会等で優秀な成績を収め

た方及び千葉市内の地域社会または職場における体育の健全な

普及･発展に貢献し、もって千葉市の振興に顕著な功績を挙げた

方を表彰するものです。被表彰者は、２月５日に行われたスポー

ツ振興審議会で候補者が選考され、教育委員会で決定されたもの

です。表彰は平成２１年３月１日、午前９時３０分から千葉市生

涯学習センターで開催される千葉市社会体育指導者講習会の席

上にて行われます。被表彰者ですが、「功労者」は、それぞれの

所属団体において、長年にわたりスポーツ活動の振興に献身的に

貢献された１２人の方々です。「優秀選手及び優良団体」は、国

際大会や全国大会などで優勝された３０人の方々と２団体です。

なお、本件は市政だより３月１５日号に掲載される予定となって

います。 

  議 案 第 ３ 号 千葉市立小学校、中学校及び特別支援学校の通学区域に関する

規則の一部改正について 

   津田委員長 学事課長、説明をお願いします。 

   学 事 課 長 議案第３号「千葉市立小学校、中学校及び特別支援学校の通

学区域に関する規則の一部改正について」説明します。今回の改

正は、千葉市立寒川小学校及び千葉市立新宿小学校の通学区域を

変更するため、規則の一部を改正しようとするものです。改正に

関わる通学区域中、マックスタワーレジデンス千葉のマンション

については、平成２２年２月に１５８戸が完成予定で、現在、建

築が進行中です。このマンションは新宿小学校の通学区域の中に

ありますが、新宿小学校及び新宿中学校は、近年、児童生徒数が

増加しており、平成２６年度には、新宿小学校においては、特別

支援学級を含め、１３学級の教室不足、新宿中学校においては、

９学級の教室不足が見込まれます。一方、寒川小学校、末広中学

校については、１小１中の学区であり、平成２６年度時点でも寒

川小学校で５教室、末広中学校で６教室の余裕教室が推計されま

す。両方の学校の豊かな教育環境を維持するという目的で、当該

マンションを寒川小学校の通学区域へと変更するものです。別表

第１「千葉市立末広中学校」の部、「千葉市立寒川小学校」の項

中「末広１～５丁目」の次に「、神明町の一部」を加え、現在、

神明町は全て新宿中学校の通学区域になっているため、同表「千

葉市立新宿中学校」の部、「千葉市立新宿小学校」の項中「神明



 

町」の次に「（市立寒川小学校通学区域を除く。）」を加えます。

なお、この規則は、公布の日から施行することとします。 

   岩 沼 委 員 教育委員会では、新しいマンションの開発の度に、目の前の

問題を解決するための対処を迫られていると思いますが、都市計

画を行う市長部局と連携し、事前の相談又は協議、教育委員会が

把握している現状との擦り合わせなど、どれくらい行っているの

でしょうか。 

   学 事 課 長 これについては、市長部局とも関連を持って進めています。

特に市長部局では、県の企業庁の土地等の関係があり、マンショ

ン建設は困るなどの要望を出していると聞いています。しかし、

人口が集中する地域においては、一つのマンションだけを他の地

域に学区調整するというケースが、過去も発生しています。今後

も、市長部局、また教育委員会の関連部署と連携を密に、十分事

前調査をしながら進めていきたいと思います。 

   岩 沼 委 員 事前相談が遅くになって来たということはなく、早い時点か

ら相談を持たれているということですね。 

   学 事 課 長 はい。今回の案件についても、業者と教育委員会との間で、

平成１９年１１月から事前調整、打ち合わせを行っています。企

画課へも情報が入りますので、できるだけ早い段階から調整に取

り組んでいます。 

   津田委員長 大型マンションが結構できていますので、なるべくきめ細か

く、早い時期から調整をしていただきたいと考えます。 

  議 案 第 ４ 号 平成２０年度補正予算について 

   委 員 長 学校施設課長、説明をお願いします。 

   学校施設課長 議案第４号「平成２０年度補正予算について」、市長に意見を

申し出ることについて、千葉市教育委員会組織規則第８条第３号

の規定に基づき議決を求めるものです。補正の理由ですが、国の

平成２０年度第２次補正予算成立に伴い、「安全安心な学校づく

り交付金」及び「地域活性化・生活対策臨時交付金」を財源とし

て受入れるため、平成２１年度当初予算に予定していた校舎・屋

内運動場の耐震及び改築に伴う事業費を、平成２０年度予算に前

倒しするものです。事業の執行は、当初の予定どおり平成２１年

度中になるため、併せて、繰越明許費の設定を行います。また、

継続費の「花園中学校校舎改築事業」については、契約差金分の

減額補正を行うものです。先ず、歳出予算ですが、校舎と屋内運

動場の耐震補強に係る事業費は、大木戸小学校ほか４校の小学校



 

大規模改造事業費１億４,９００万円と、若松台小学校ほか３６

校の小学校屋内運動場耐震補強事業費１０億４,１９６万円、こ

てはし台中学校に係る中学校大規模改造事業費２６０万円と、天

戸中学校ほか１３校に係る屋内運動場耐震補強事業費３億６,７

３６万円で、耐震補強関係の事業費の合計は、１５億６,０９２

万円です。次に、学校施設の改築に係る事業費ですが、緑町小学

校に係る小学校改築事業費４,７０１万４,０００円と、花園中学

校及び松ケ丘中学校に係る中学校改築事業費３,８５５万４,０

００円で、改築関係の事業費は合計８,５５６万８,０００円です。

歳出予算の合計は、耐震・改築合わせて１６億４,６４８万８,

０００円の増額補正となります。これらの事業に係る歳入ですが、

事業を執行するための財源として、国の平成２０年度第２次補正

予算に係る国費の受入れが５億５,０３４万円、市債が１０億８,

６００万円、一般財源が１,０１４万８,０００円となります。一

般財源を除いた歳入総額は１６億３，６３４万円の増額補正とな

ります。続いて、繰越明許費補正についてですが、歳出予算で説

明しました事業については、国の第２次補正予算を受入れるため

の予算編成上の措置で、実際の執行は平成２１年度となることか

ら、繰越明許費を設定し、予算を平成２１年度に繰越するもので

す。繰越明許費の補正額は、総額で１６億７,２９２万３,０００

円となります。続いて継続費補正についてですが、昨年１２月に

契約しました、花園中学校の改築に伴う工事請負契約で、予算額

２１億円余りに対し、契約額が約１６億円となったため、契約差

金分６億３,８９２万５,０００円について、年割額の変更及び減

額の補正を行うこととなります。これらの補正予算を定めること

につき、市長に申し出るものです。 

   委 員 建設工事など様々な前倒しをした部分もあり教育予算が突出

していますが、補正した分について、実際に出来上がって金額が

変更になり余ったりした場合にはどういう処置をするのでしょ

うか。 

   学校施設課長 予算残が発生した場合には、額にもよりますが、そのまま不用

として残ることもありますし、今回の花園中学校のように大きな

減額になった場合には、予算残が発生した段階で財政課と協議し、

減額して新たに振り替えるということもあります。  

   委 員 予算の段階ではなく、結果的にそうなった場合のことをお聞

きしたのですが。 



 

   学校施設課長 結果的に年度末等で、既に他に回せない場合等について、特に

学校施設の建設等については、市債がほとんどで、歳入に市債を

持っていくことになりますので、市債を発行するというところで

の対応になるだろうと思います。 

   委 員 さまざまな事業の中でそういう場面がたくさんあるのではな

いかと思うのですが、その都度協議などをして対応しているので

しょうか。 

   学校施設課長 予算に変更があった場合には財政当局と協議をして、財政課か

らの指示に従って対応しています。 

   委 員 打瀬中学校の場合は、生徒数の推計と実数の関係で仮設校舎

を作らなければいけないということになりますが、生徒数がピー

クを迎えるまで、現状の予算で対応できるのでしょうか。仮設校

舎や第二グラウンドの整備について、各年度ごとに措置していた

だけるのでしょうか。 

   学校施設課長 打瀬中学校については、２１年度予算に入れていますが、校舎

はリースで考えており、来年度設計で１か月分を予算に計上して

います。第二グラウンドについては設計しておりますが、フェン

ス等は来年度予算に計上せず、グラウンド表面の処理と排水経路

の埋設のための予算となっています。 

   委 員 以後、プラスされる可能性もあるのですか。 

   学校施設課長 第二グラウンドの使用内容により、防球ネットなど必要な設備

について措置していくということになります。  

  議 案 第 ５ 号 平成２１年度当初予算について 

   委 員 長 総務課長、説明をお願いします。 

   総 務 課 長 議案第５号「平成２１年度当初予算について」、説明します。

平成２１年度当初予算について、市長に意見を申し出ることにつ

いて、千葉市教育委員会組織規則第８条第３号の規定に基づき、

議決を求めるものです。本市の平成２１年度当初予算、一般会計

は、総額３，３５０億円、うち教育費は２８８億円、構成比で見

ると８．６％となります。教育費を前年度と比較しますと、予算

額で２２億円の減、伸び率では－７．３％となります。減額の主

な要因は、「中学校新設校建設事業費」、「小・中学校大規模改造

事業費」、「高等学校校舎改築事業費」に係る事業費が減尐したこ

となどによるものです。それでは、予算案の主要事業について、

新規事業と拡充事業を中心に説明します。先ず、教育総務部です。

「学校図書室環境整備」については、児童生徒の夏季期間におけ



 

る読書活動を充実させるため、新たに、学校図書室にエアコンを

設置するものです。次に、「地上デジタル放送対応」については、

平成２３年の地上デジタル放送への完全移行に向け、新たに、ア

ンテナ工事やデジタルテレビなどを整備するものです。次に「打

瀬中学校教育環境整備」については、打瀬中学校の生徒増に伴う

教室不足やグラウンド狭小化の解消を図るため、新たに、仮設校

舎や第二グラウンドの整備を行うものです。続いて、学校教育部

です。「私学振興補助」については、教材費、教育設備費及び研

修費などに対し助成を行うとともに、障害のある幼児の特別支援

教育の充実や保護者の負担軽減を図るため、新たに、私立幼稚園

に対する補助金を創設するものです。次に「幼稚園就園奨励費補

助」については、国庫補助事業分の第１子の補助単価を引き上げ

るとともに、第２子以降の保護者負担を軽減するものです。次に

「学校防犯対策」については、児童生徒の安全確保を図るため、

防犯カメラシステムの設置を拡充するものです。次に「新学習指

導要領の円滑な実施のための教材整備」については、新学習指導

要領の先行実施に対応して、新たに、理科・算数の実験・観察の

ための教材教具等を整備するものです。次に「小学校英語活動推

進」については、全小学校の５年生・６年生を対象に、英語活動

を推進するとともに、新たに、小学校英語活動における評価の在

り方について実践・研究を行うものです。次に「スクールヘルス

リーダー派遣」については、経験の浅い養護教諭の１人配置校等

に、新たに退職養護教諭を、スクールヘルスリーダーとして派遣

するものです。次に「中学校武道必修化に向けた地域連携実践」

については、学習指導要領の改訂の趣旨を踏まえ、新たに、地域

の指導者・団体等の人材や施設の活用を図りながら、指導方法の

実践的開発を行うものです。次に「適応指導教室」については、

不登校児童生徒の問題に対応するため、市内で４番目の適応指導

教室として、ライトポート美浜を開設し拡充するものです。次に

「外国語教育の充実」については、市立稲毛高等学校の英語教育

強化のため、新たに、外部英語試験の受験や全国英語ディベート

大会への参加等を行うものです。次に生涯学習部です。「公民館

整備」については、地域における新たな生涯学習活動の拠点施設

として、真砂公民館（仮称）やおゆみ野第二公民館（仮称）用地

を取得するものです。次に「博物館整備」については、郷土博物

館の旧プラネタリウム室を「平和資料室・近現代の千葉」の展示



 

室として改修し、歴史的資料を拡充するものです。最後に「南部

青尐年センター管理運営」については、安全な学習施設として管

理するため、外壁などを改修するものです。以上が、教育委員会

所管の平成２１年度当初予算案です。 

   委 員 保育所と幼稚園と、どちらを選ぶ人が多いのでしょうか。 

   学 事 課 長 今、具体的な割合は示せないのですが、幼稚園児は約１万７

千人おります。 

   委 員 働いている女性も多くなりましたし、保育所でも長い時間子

供を預かってくれるようになりましたので、保育所にお願いする

人の方が多いのではないかと思いました。幼稚園にも行けるよう

にするという意味でも、「幼稚園就園奨励費補助」の制度がある

のはいいですね。 

   学 事 課 長 平成２１年度の就園奨励費ですが、第１子については補助単

価が上がり、第２子以降の保護者負担割合が軽減されました。 

   委 員 教材については、第１子のお子さんが使われた教材を、次の

お子さんもずっと使うことが多いでしょうか。  

   学 事 課 長 教材費補助については、就園奨励費とは別に、各幼稚園に補

助を行っています。市の予算から拠出しているため、若干のシー

リングがかかっていますが、継続していきたいと考えています。 

   委 員 教材は、上のお子さんが使ったものを、次のお子さんも使う

というようにするとよろしいかと思います。  

   教 育 長 私立幼稚園についての補助は、私学としての補助であり、幼

稚園は県教育委員会の所管であるため、あくまでも幼稚園の主体

的な経営の中で行われるものです。市としては、幼稚園協会に対

して、今委員がおっしゃったようなご意見を申し述べさせていた

だこうと思います。 

   委 員 ＮＰＯ「ちば教育夢工房」についてその詳細と、郷土博物館

の旧プラネタリウム室の改修をどのようにするのか、ということ

を伺います。 

   指 導 課 長 新教育システム開発事業の一つとして、ＮＰＯ「ちば教育夢

工房」があります。これは、教員を辞められた方などを中心にし

た、学校支援のための人材派遣を行う組織です。現在、組織自体

は出来上がり、ＮＰＯとしての認可申請を行うという段階です。

学校では、教科指導の支援や、教室で座っていられない子どもた

ちがいる中での授業のお手伝い等、いろいろな支援を求めていま

す。一方で、これから教員ＯＢが増えてゆく中、まだまだ学校現



 

場で貢献したいという思いを持っている方も大勢います。そうい

った人達をマッチングするシステムを作るための組織です。 

   生涯学習振興課長 博物館の４階部分の整備について、説明します。郷土博物館

については、平成１９年７月末をもって、プラネタリウム投影を

終了しました。その後、プラネタリウムについては、同年１０月

にオープンした千葉市科学館にて行っています。整備の内容です

が、プラネタリウム室として使用していた椅子等の機材が、現在

もそのまま残っている状況であるため、これを改修し、「平和資

料室・近現代の千葉」の展示室という形での利用を考えています。

現在、４階部分は実質的に市民の皆さんにはご覧いただけない状

況ですので、２１年度に整備を行い、２２年度の当初には供用開

始したいと考えます。 

   委 員 プラネタリウムのなくなった現在は、どのくらいの来場者が

あるのでしょうか。また、「平和資料室」に改修とありましたが、

例えば、子ども達が学校の学習の一環で訪れるようになることな

どを想定しているのでしょうか。 

   生涯学習振興課長 郷土博物館の入館者数ですが、１８年度は約５万人、１９年

度は約４万１千人です。１９年７月末でプラネタリウムが廃止と

なったことに伴い、プラネタリウムをご覧になりたい方は、科学

館へ来場いただくようになったため、郷土博物館の入館者数は減

尐したものと思われます。改修後の「平和資料室・近現代の千葉」

の展示室という形での利用についてですが、戦前・戦中・戦後の

千葉市の歴史を学ぶことは、学校教育の観点からも重要な要素で

あると考えます。その展示を通して、市内の小中学校の児童生徒

が本市の歴史を正しく理解することができるように、学校とも連

携を深めていきたいと思います。 

   委 員 長 市民の方に親しみを持ってもらえるような利用をお願いしま

す。 

   委 員 新規拡充によるもの以外の、主な増減理由を教えてください。 

   総 務 課 長 まず、減額になった要因ですが、鎌取第三中学校（仮称）等

の「中学校新設校建設事業費」が、２０年度当初予算に比べ約２

５億円の減、「小・中学校大規模改造事業費」が約４億円の減と

なりました。これは、２１年度に予定していたものが、２０年度

補正予算において前倒しになったために、減額となったものです。

市立千葉高等学校の「高等学校校舎改築事業費」についても、約

３億６千万円の減となります。反対に、増額となったものとして



 

は、「中学校校舎改築事業費」で約９億８千万円、学校図書室に

エアコンを設置する「学校図書室環境整備」が約１億円の増額と

なります。 

   委 員 長 先に、大きく変わったところを重点的に説明いただいてから

ですと分かりやすいですね。 

   委 員 文言についてですが、要望と言ってもよいのですが、協働が

必然的になってきた社会の中で、例えば、「夢広がる学校作りの

推進」の項目に、地域の社会人を「活用する」とありますが、こ

のような表現はいかがなものかと思います。このような表現は、

協働の際の意識の持ち方につながるのではないかと思います。  

   指 導 課 長 表現については、今後検討させていただきたいと思います。

ただし、我々としては、もちろん「使う」といった意味では全く

なく、この事業は、社会人の方に学校へ来ていただいて、社会人

の方々の力をお借りするということで考えております。  

   委 員 計画等に文章化されると、そういった誤解を招くこともある

かと思います。協働において、お互いに気持ちよく活動していく

ための基礎的なものですので、立場ごとの言葉・文字の使い方に

ついて、もう一度見直していただきたいと思います。 

  議 案 第 ６ 号 千葉市学校医、学校歯科医、学校薬剤師設置条例の一部改正につい

て 

   委 員 長 保健体育課長、説明をお願いします。 

   保健体育課長 議案第６号「千葉市学校医、学校歯科医、学校薬剤師設置条例の

一部改正について」説明します。この議案は、学校保健法の一部

を改正する法律が平成２１年４月１日から施行されることに伴

い、規定の整備を図るため、条例の一部を改正するよう市長に申

し入れることについて、議決を求めるものです。今回の法改正に

伴い、法律名が「学校保健法」から「学校保健安全法」に改めら

れることに伴い、本条例の第１条中の名称、「第１６条第１項及

び第２項」を「第２３条第１項及び第２項」に、平仮名表記の「お

く」を漢字表記の「置く」に改めるものです。また、第４条中「法

第１６条第３項」を、「、法第２３条第３項」に、平仮名表記の

「もの」を漢字表記の「者」にそれぞれ改めるものです。近年の

児童生徒の健康安全を取り巻く状況の変化に伴い、学校保健及び

学校安全に関して、地域の実情や児童生徒の実態を踏まえ、各学

校において共通して取り組まれるべき事項について、整備充実を

図ろうとするものです。 



 

７ その他 

(1) 千葉市個人情報保護審査会からの答申について、次のとおり教職員課長より報

告があった。これに関連し、次のとおり質疑応答等があった。 

   教職員課長 先ず、千葉市個人情報保護審査会の答申について、報告しま

す。去る２月１３日、千葉市個人情報保護審査会、稲垣会長より

答申が送付されました。当該答申は、平成１９年２月の、●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●の妻からの、夫であった故

●●の個人情報は、妻個人の個人情報でもあり、これら全体の開

示を求めるとの趣旨の個人情報開示請求にかかわるものです。当

該請求に対し、対象文書の一部を不開示とした部分開示決定を行

ったところ、異議申立てが出され、個人情報保護審査会へ取扱い

について諮問していたものです。争点は、死者の個人情報の取扱

いについてであり、本市では初めての事例です。教育委員会とし

ては、個人情報保護制度の性格上、個人情報保護条例に特段の定

め、あるいは解釈指針が示されていないことから、死者である故

●●の個人情報は、配偶者であったとはいえ、妻の開示請求の対

象とはならないと判断したのに対し、請求者から委任を受けた弁

護士らは、故●●の財産、権利等を相続する妻は、故●●の個人

情報を、妻本人の情報として請求することが可能と主張したもの

です。この答申に示される審査会の結論を端的に申しますと、個

人情報の開示は原則本人開示でありつつも、本件請求の固有の事

情を踏まえると、夫であった故●●の個人情報を、妻本人の個人

情報として開示請求の対象とすべきであるとして、条例に則り、

開示、不開示を判断すべきというものでした。教育委員会では既

に、先の部分開示した個人情報より広い範囲での情報提供を行っ

ており、また、答申内容については疑義を唱えるべきところもな

く、今後、早急に、答申内容に基づく決定を行いたいと考えてい

ます。この答申に基づく言わば再決定は、教育委員会会議の議決

事項となることから、改めて詳細を説明の上、審議決定をお願い

したいと考えます。 

   委 員 遺族に個人情報の請求権があるといいましたが、それはこの

案件だけではなく、一般社会にも関係するものではないかと思う

のですが、こういった要求はかなり多いものですか。これは、ま

だ結論がついていないものだったのでしょうか。 

   総務課総務係長 事務局より説明します。通常は、今委員がおっしゃったよう

な形で、遺族に全ての情報について開示請求権が認められるわけ



 

ではありません。今まで答申例あるいは判例を見ましても、医療

事故等について、遺族の方に医療情報に関する開示請求が認めら

れたケースはありますが、こうした場合について、特に●●●が

あった場合、実際にはその情報自体全てが損害賠償請求権につな

がるものとは考えられません。本来は亡くなった方の情報は亡く

なった方だけがコントロールし、あるいはアクセスできるもので

すので、全ての権利が包括的に移譲されるわけではありません。

今回についても、本当に特例的に認めるべきだとの判断をいただ

きましたが、審査会の会長からも、今国レベルにおいても、この

部分は議論があるところとのことでありまして、今後、答申ある

いは判例を積み重ねて、死者の個人情報を、遺族はどう扱ってい

くべきか、そして、行政はそれに対しどう対応していくべきかは、

これから作っていくというふうに話をいただいています。 

 (2) 個人情報の不訂正決定に対する異議申立てについて、次のとおり教職員課長よ

り報告があった。 

   教職員課長 去る１月１５日にありました、個人情報の不訂正決定に対す

る異議申立てについて、説明します。●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●事案に関し、昨年８月、当時の関係者から、自

らの個人情報に係る開示請求がありました。これに対し、開示し

た個人情報が、記載に誤りがあるとして、相手方より訂正請求が

行われました。これに対し、概略ですが、まず１つ目は、請求に

係る個人情報は千葉市個人情報保護条例において訂正の対象と

なるとされている「事実」に該当しない。そして、仮に訂正の対

象となるとしても、それをもって個人情報の利用目的の達成に必

要でないことが明らかである。この理由から、不訂正決定を行っ

たところ、この２点の不訂正決定について、去る１月１５日、教

育委員会に対して異議申立てがなされたものです。事務局として

は、この異議申立てを受け、特に決定を変更すべきものとは考え

ていないことから、今後、２月中には、千葉市個人情報保護審査

会へ諮問を行い、答申を得た後、改めて何らかの決定を行うべく、

会議に諮らせていただきたいと思います。 

(3) 次回第３回定例会は、事務局において日程を調整の上、開催日時を決定する

こととした。 

８ 閉会 

  津田委員長より閉会を宣言 


